
 

 

第３４号議案 

品川区建築物不燃化促進助成条例の一部を改正する条例 

 

 

１．改正理由 

区では、昭和６２年より、広域避難場所周辺や避難路沿道の木造建築物の除却や

建築にかかる費用の一部を助成し（都市防災不燃化促進事業）、広域避難場所の安

全性確保や延焼遮断機能の形成を図る取り組みを進めてきたところである。 

  取り組みにあたっては、助成支援の強力な推進により、建物の不燃化が着実に促

進される一方で、高齢者・障害者等が居住する住宅においては、財力や意欲の面か

ら建替えが進みにくい状況にある。また、高齢者や障害者等世帯は、発災時には避

難等要支援者となるため、その側面からも建物の不燃化は急務となっている。 

  これら高齢者・障害者等世帯の建物の更なる不燃化促進を図るため、品川区建築

物不燃化促進助成条例の一部を改正する。 

 

２．事業実施地区および改正内容 

  資料１のとおり 

 
３．新旧対照表 

  資料２のとおり 

 

４．施行日 

  令和８年４月１日から施行する。 

 

５．その他 

  なお、不燃化特区支援制度においても要綱を改正し、同様の取り組みを実施する

予定である。 

建 設 委 員 会 資 料 
令 和 8 年 2 月 2 4 日 
都市環境部木密整備推進課 
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品川区建築物不燃化促進助成条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○品川区建築物不燃化促進助成条例 ○品川区建築物不燃化促進助成条例 

昭和62年10月16日条例第39号 昭和62年10月16日条例第39号

改正 改正 

平成元年10月６日条例第28号 平成元年10月６日条例第28号 

平成５年３月31日条例第23号 平成５年３月31日条例第23号 

平成10年３月30日条例第25号  平成10年３月30日条例第25号 

平成24年７月９日条例第39号 平成24年７月９日条例第39号 

平成26年３月31日条例第18号 平成26年３月31日条例第18号 

令和 年 月 日条例第 号 追加 

品川区建築物不燃化促進助成条例 品川区建築物不燃化促進助成条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、不燃化促進区域内において耐火建築物を建築しようと

する建築主および木造建築物を除却しようとする除却者ならびに不燃化促

進重点区域内において準耐火建築物を建築しようとする建築主に対し、建

築および除却に必要な経費の一部を助成することにより、建築物の不燃化

を促進し、地震等による火災から区民の生命、身体および財産を保護する

とともに、居住環境の整備に寄与することを目的とする。 

第１条 この条例は、不燃化促進区域内において耐火建築物を建築しようと

する建築主および木造建築物を除却しようとする除却者ならびに不燃化促

進重点区域内において準耐火建築物を建築しようとする建築主に対し、建

築および除却に必要な経費の一部を助成することにより、建築物の不燃化

を促進し、地震等による火災から区民の生命、身体および財産を保護する

とともに、居住環境の整備に寄与することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１) 不燃化促進区域 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第

10号に規定する地域防災計画その他の都市防災に関する計画において定

め、または定めることを予定した避難地もしくは避難路の周辺または延

焼遮断帯のうち、緊急に建築物の不燃化を促進する必要があると区長が

認めて指定した区域をいう。 

(１) 不燃化促進区域 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第

10号に規定する地域防災計画その他の都市防災に関する計画において定

め、または定めることを予定した避難地もしくは避難路の周辺または延

焼遮断帯のうち、緊急に建築物の不燃化を促進する必要があると区長が

認めて指定した区域をいう。 

(２) 不燃化促進重点区域 不燃化促進区域のうち、重点的に建築物の不 (２) 不燃化促進重点区域 不燃化促進区域のうち、重点的に建築物の不
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改正後 改正前 

燃化を促進する必要があると区長が認めて指定した区域をいう。 燃化を促進する必要があると区長が認めて指定した区域をいう。 

(３) 耐火建築物 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）

第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。 

(３) 耐火建築物 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）

第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。 

(４) 準耐火建築物 法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物をい

う。 

(４) 準耐火建築物 法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物をい

う。 

(５) 木造建築物 前２号に掲げる建築物以外の木造の建築物（当該建築

物に付随する工作物を含む。）をいう。 

(５) 木造建築物 前２号に掲げる建築物以外の木造の建築物（当該建築

物に付随する工作物を含む。）をいう。 

(６) 建築 建築物を新築し、増築し、または改築することをいう。 (６) 建築 建築物を新築し、増築し、または改築することをいう。 

(７) 建築主 法第２条第16号に規定する建築主をいう。ただし、規則に

定める建築方式により建築する場合は、区長が定める者をいう。 

(７) 建築主 法第２条第16号に規定する建築主をいう。ただし、規則に

定める建築方式により建築する場合は、区長が定める者をいう。 

(８) 除却 木造建築物を取り除くことをいう。 (８) 除却 木造建築物を取り除くことをいう。 

(９) 除却者 所有する木造建築物を除却する者をいう。 (９) 除却者 所有する木造建築物を除却する者をいう。 

(10) 高齢者世帯等 次のアからカまでのいずれかに該当する者が属する

世帯をいう。 

 ア 65歳以上の者 

イ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている者 

ウ 東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者 

オ 介護保険法（平成９年法律第123号）第19条に規定する要介護認定ま

たは要支援認定を受けている者 

 カ その他区長が認める者 

新設 

（不燃化促進区域等の指定） （不燃化促進区域等の指定） 

第３条 不燃化促進区域および不燃化促進重点区域（以下「不燃化促進区域

等」という。）は、区長が期間を定めて指定するものとする。 

第３条 不燃化促進区域および不燃化促進重点区域（以下「不燃化促進区域

等」という。）は、区長が期間を定めて指定するものとする。 

２ 区長は、不燃化促進区域等を指定したときは、その期間、位置および区２ 区長は、不燃化促進区域等を指定したときは、その期間、位置および区
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改正後 改正前 

域を告示する。 域を告示する。 

（建築助成対象者） （建築助成対象者） 

第４条 この条例による建築に係る助成金（以下「建築助成金」という。）

の交付を受けることができる者は、次に掲げる建築主とする。 

第４条 この条例による建築に係る助成金（以下「建築助成金」という。）

の交付を受けることができる者は、次に掲げる建築主とする。 

(１) 個人 (１) 個人 

(２) 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中

小企業者である会社（以下「中小企業者」という。） 

(２) 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中

小企業者である会社（以下「中小企業者」という。） 

(３) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法

律第49号）第２条第３号に規定する公益法人（以下「公益法人」という。）

(３) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法

律第49号）第２条第３号に規定する公益法人（以下「公益法人」という。）

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者 (４) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者 

（建築助成対象建築物） （建築助成対象建築物） 

第５条 この条例により建築助成金の交付対象となる建築物（以下「建築助

成対象建築物」という。）は、不燃化促進区域内において第３条第１項に

規定する期間内に建築する耐火建築物または不燃化促進重点区域内におい

て第３条第１項に規定する期間内に建築する準耐火建築物のうち、法第６

条第１項または第６条の２第１項の規定による確認済証（以下「確認済証」

という。）の交付を受けた建築物であつて、規則で定める建築基準に適合

したものとする。ただし、次に掲げる建築物を建築する場合は助成しない。

第５条 この条例により建築助成金の交付対象となる建築物（以下「建築助

成対象建築物」という。）は、不燃化促進区域内において第３条第１項に

規定する期間内に建築する耐火建築物または不燃化促進重点区域内におい

て第３条第１項に規定する期間内に建築する準耐火建築物のうち、法第６

条第１項または第６条の２第１項の規定による確認済証（以下「確認済証」

という。）の交付を受けた建築物であつて、規則で定める建築基準に適合

したものとする。ただし、次に掲げる建築物を建築する場合は助成しない。

(１) 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第３号に規定する

宅地建物取引業者（以下「宅地建物取引業者」という。）が販売のため

に建築する建築物 

(１) 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第３号に規定する

宅地建物取引業者（以下「宅地建物取引業者」という。）が販売のため

に建築する建築物 

(２) 高架の工作物内に設ける建築物 (２) 高架の工作物内に設ける建築物 

(３) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第６項に規定する都市計

画施設の区域内（以下「都市計画施設の区域内」という。）または同条

第７項に規定する市街地開発事業の施行区域内（以下「市街地開発事業

の施行区域内」という。）に建築する建築物（建築物の一部が都市計画

施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内にかかる場合にあつて

は、それぞれの区域内にかかる建築物の部分） 

(３) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第６項に規定する都市計

画施設の区域内（以下「都市計画施設の区域内」という。）または同条

第７項に規定する市街地開発事業の施行区域内（以下「市街地開発事業

の施行区域内」という。）に建築する建築物（建築物の一部が都市計画

施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内にかかる場合にあつて

は、それぞれの区域内にかかる建築物の部分） 
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改正後 改正前 

(４) 仮設建築物 (４) 仮設建築物 

(５) この条例による建築助成金と類似の補助金等を受ける建築物 (５) この条例による建築助成金と類似の補助金等を受ける建築物 

２ 不燃化促進区域の内外にわたり耐火建築物を建築する場合または不燃化

促進重点区域の内外にわたり準耐火建築物を建築する場合は、当該建築物

の全部が当該不燃化促進区域内または当該不燃化促進重点区域内にあるも

のとみなし、前項の規定を適用する。 

２ 不燃化促進区域の内外にわたり耐火建築物を建築する場合または不燃化

促進重点区域の内外にわたり準耐火建築物を建築する場合は、当該建築物

の全部が当該不燃化促進区域内または当該不燃化促進重点区域内にあるも

のとみなし、前項の規定を適用する。 

（建築助成金の額） （建築助成金の額） 

第６条 この条例により建築主（建築助成対象建築物に係る確認済証におい

て建築主が複数存する場合は、その代表者１名をもつて、当該建築助成対

象建築物における建築主とする。）に対して交付する建築助成金の額は、

規則で定める床面積に応じ規則で定める。 

第６条 この条例により建築主（建築助成対象建築物に係る確認済証におい

て建築主が複数存する場合は、その代表者１名をもつて、当該建築助成対

象建築物における建築主とする。）に対して交付する建築助成金の額は、

規則で定める床面積に応じ規則で定める。 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認

めたときは、前項に定める額に規則で定める額を加算することができる。 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認

めたときは、前項に定める額に規則で定める額を加算することができる。 

(１) 複数の土地所有者または借地権者が、複数の宅地を一の建築敷地と

し、共同で建築助成対象建築物を建築するとき。 

(１) 複数の土地所有者または借地権者が、複数の宅地を一の建築敷地と

し、共同で建築助成対象建築物を建築するとき。 

(２) 複数の建築主が、隣接する複数の敷地において、あらかじめ各建築

主の協議を経て、一体性に配慮して作成した建築設計に基づき、概ね同

時期に各建築主がそれぞれ建築助成対象建築物を建築するとき。 

(２) 複数の建築主が、隣接する複数の敷地において、あらかじめ各建築

主の協議を経て、一体性に配慮して作成した建築設計に基づき、概ね同

時期に各建築主がそれぞれ建築助成対象建築物を建築するとき。 

(３) 建築主が、４階建て以上の規則で定める建築助成対象建築物を新築

するとき。 

(３) 建築主が、４階建て以上の規則で定める建築助成対象建築物を新築

するとき。 

(４) 建築主が、親および子（これらに準ずる関係にあると区長が認める

者を含む。）と同居するため、規則で定める建築助成対象建築物を建築

するとき。 

(４) 建築主が、親および子（これらに準ずる関係にあると区長が認める

者を含む。）と同居するため、規則で定める建築助成対象建築物を建築

するとき。 

(５) 高齢者世帯等に属する建築主が、建築助成対象建築物を建築すると

き。 

新設 

（建築助成金の交付申請手続） （建築助成金の交付申請手続） 

第７条 建築助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り、建築助成対象の確認を受けた後、区長に申請しなければならない。 

第７条 建築助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り、建築助成対象の確認を受けた後、区長に申請しなければならない。 
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（建築主に対する指導等） （建築主に対する指導等） 

第８条 区長は、建築助成対象建築物の建築について、防災機能の確保また

は居住環境の整備をするため、建築主に対し、指導および助言を行うほか、

必要があると認めるときは、条件を付すことができる。 

第８条 区長は、建築助成対象建築物の建築について、防災機能の確保また

は居住環境の整備をするため、建築主に対し、指導および助言を行うほか、

必要があると認めるときは、条件を付すことができる。 

（除却助成対象者） （除却助成対象者） 

第９条 この条例による除却に係る助成金（以下「除却助成金」という。）

の交付を受けることができる者は、次に掲げる除却者とする。 

第９条 この条例による除却に係る助成金（以下「除却助成金」という。）

の交付を受けることができる者は、次に掲げる除却者とする。 

(１) 個人 (１) 個人 

(２) 中小企業者 (２) 中小企業者 

(３) 公益法人 (３) 公益法人 

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者 (４) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者 

（除却助成対象建築物） （除却助成対象建築物） 

第10条 この条例により除却助成金の交付対象となる建築物（以下「除却助

成対象建築物」という。）は、不燃化促進区域内において第３条第１項に

規定する期間内に除却する木造建築物とする。ただし、次に掲げる建築物

を除却する場合は助成しない。 

第10条 この条例により除却助成金の交付対象となる建築物（以下「除却助

成対象建築物」という。）は、不燃化促進区域内において第３条第１項に

規定する期間内に除却する木造建築物とする。ただし、次に掲げる建築物

を除却する場合は助成しない。 

(１) 宅地建物取引業者が木造建築物の除却後の土地または除却後に建築

する建築物の販売を行うために除却する当該木造建築物 

(１) 宅地建物取引業者が木造建築物の除却後の土地または除却後に建築

する建築物の販売を行うために除却する当該木造建築物 

(２) 都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内に存する

建築物（建築物の一部が都市計画施設の区域内または市街地開発事業の

施行区域内にかかる場合にあつては、それぞれの区域内にかかる建築物

の部分） 

(２) 都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内に存する

建築物（建築物の一部が都市計画施設の区域内または市街地開発事業の

施行区域内にかかる場合にあつては、それぞれの区域内にかかる建築物

の部分） 

(３) 仮設建築物 (３) 仮設建築物 

(４) この条例による除却助成金と類似の補助金等を受ける建築物 (４) この条例による除却助成金と類似の補助金等を受ける建築物 

２ 不燃化促進区域の内外にわたり木造建築物を除却する場合は、当該建築

物の全部が当該不燃化促進区域内にあるものとみなし、前項の規定を適用

する。 

２ 不燃化促進区域の内外にわたり木造建築物を除却する場合は、当該建築

物の全部が当該不燃化促進区域内にあるものとみなし、前項の規定を適用

する。 

（除却助成金の額） （除却助成金の額） 
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第11条 この条例により除却者（除却助成対象建築物に共有者または区分所

有者が存する場合は、その代表者１名をもつて、当該除却助成対象建築物

における除却者とする。）に対して交付する除却助成金の額は、規則で定

める。 

第11条 この条例により除却者（除却助成対象建築物に共有者または区分所

有者が存する場合は、その代表者１名をもつて、当該除却助成対象建築物

における除却者とする。）に対して交付する除却助成金の額は、規則で定

める。 

（除却助成金の交付申請手続） （除却助成金の交付申請手続） 

第12条 除却助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り、除却助成対象の確認を受けた後、区長に申請しなければならない。 

第12条 除却助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り、除却助成対象の確認を受けた後、区長に申請しなければならない。 

（除却者に対する指導等） （除却者に対する指導等） 

第13条 区長は、除却助成対象建築物の除却について、防災性の向上を図る

ため、除却者に対し、指導および助言を行うほか、必要があると認めると

きは、条件を付すことができる。 

第13条 区長は、除却助成対象建築物の除却について、防災性の向上を図る

ため、除却者に対し、指導および助言を行うほか、必要があると認めると

きは、条件を付すことができる。 

（決定の取消し等） （決定の取消し等） 

第14条 区長は、建築助成金または除却助成金の交付決定を受けた者が、次

の各号のいずれかに該当する場合は、建築助成金または除却助成金の交付

決定の全部または一部を取り消すことができる。 

第14条 区長は、建築助成金または除却助成金の交付決定を受けた者が、次

の各号のいずれかに該当する場合は、建築助成金または除却助成金の交付

決定の全部または一部を取り消すことができる。 

(１) 法令に違反したとき。 (１) 法令に違反したとき。 

(２) 偽りその他の不正の手段により建築助成金または除却助成金の交付

決定を受けたとき。 

(２) 偽りその他の不正の手段により建築助成金または除却助成金の交付

決定を受けたとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、この条例およびこの条例に基づく規則

に違反したとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、この条例およびこの条例に基づく規則

に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により建築助成金または除却助成金の交付決定を取

り消した場合において、既に交付した建築助成金または除却助成金がある

ときは、その全部または一部の返還を命ずるものとする。 

２ 区長は、前項の規定により建築助成金または除却助成金の交付決定を取

り消した場合において、既に交付した建築助成金または除却助成金がある

ときは、その全部または一部の返還を命ずるものとする。 

（委任） （委任） 

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

２ 改正後の品川区建築物不燃化促進助成条例（以下「改正後の条例」とい 
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う。）の規定は、この条例の施行の日以後に建築助成金の交付決定を受け

た者について適用し、同日前に建築助成金の交付決定を受けた者について

は、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に改正前の品川区建築物不燃化促進助成条例第７条

の規定により助成対象の確認を受けている者または申請している者は、それぞ

れ改正後の条例第７条の規定により建築助成対象の確認を受けた者または申

請した者とみなす。 

 


